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P1協議会の目的と提言策定の経緯

2016年５月に発足した「こまつ女性の活躍とワーク・ライフ・バランスを考える協議会」は、女性活躍推進法に基づく

地域協議会です。小松市のまちづくりの指針である『NEXT１０年ビジョン』に掲げる「日本一『たくましいまち』」に向け

て、多様な分野での女性の活躍の応援と、あらゆる人が働きやすく暮らしやすい社会の実現をめざし、２年にわたって

取り組みを行ってきました。

第一に、各業界や労働組合、専門家から構成される委員より先進的な取り組み内容の報告・意見交換、また、介

護離職や仕事と子育ての両立支援に関する市の施策の検討や国や県の推進状況の共有を行いました。

第二に、市内企業の女性活躍、ワーク・ライフ・バランスの現状を把握するために大規模アンケート調査を実施し、

課題等を分析・考察しました。

第三に、企業・従業員に対する女性活躍やワーク・ライフ・バランスの意識付け、推進の気運醸成のために、セミナー

やシンポジウムを開催するなど啓発活動をしました。

以上の取り組みを踏まえ、一人ひとりが働きがい、生

きがいをもちながら働くことができる職場環境の実現を

目的とする有効な方策を立案したく、この提言書を策

定いたします。



P2

議論の方針

【企業】

日々の業務改善において企業の主体的な取組みが始まっている

取り組みが遅れている企業や柔軟な働き方の導入で支援が必要な企業がある

【個人】

仕事と家庭の両立からキャリアアップまで、希望する働き方は様々である

職場においても家庭・地域においても、やりがいをもっていきいきと活動できる環境づくりも必要

背景・課題のまとめ

①協議会の取り組みを通じて明らかになった背景・課題をまとめ、

②一人ひとりが働きがい、生きがいをもちながら働くことができる職場環境の実現を目的とする

有効な方策を立案し、提言する

※背景・課題の詳細はP11以降参照



P3

柔軟な働き方改革で

一人ひとりが働きがい・生きがいをもてる

社会を実現する
小松市が目指す「ワーク・ライフ・バランス」とは

働きがいをもち、互いに支えあいながら

一人ひとりが楽しく働ける職場づくりWORK

家庭生活や「学び」の充実で

一人ひとりが生きがいをもてる環境づくり
L I F E

協議会提言



２０２０年度に向けた目標値

ワーク・ライフ・バランス
推進の具体的取り組みを
実施している企業の割合

201７年度 51.1％

１
201７年度 32.6％

柔軟な働き方を実現する
制度を取り入れていない
企業の割合

201７年度 20.3％ 2020年度 0％２

長時間労働見直し

有給休暇取得促進
2020年度 80％

管理職に占める女性の
割合

201７年度 15.3％ 2020年度 30％４
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ボランティア休暇など地域貢
献に関する休暇制度等を取
り入れている企業の割合

現時点で数値なし 2020年度 50％３

ワーク・ライフ・バランス
推進表彰企業の数
（2011年～累計）

201７年度 ８事業者 2020年度 30事業者５
延べ 延べ



※進捗状況管理のために2020年度までに企業、市民を対象としたアンケート調査を実施すること

P5

市民のワーク・ライフ・バラ
ンス満足度 201６年度 6.0／10点 2020年度 7.0／10点６

市民の仕事のやりがい
満足度 201６年度 6.6／10点 2020年度 7.0／10点７

市を暮らしやすくするため
に自分の出来る範囲で役
に立ちたい市民の割合

201６年度 60.4％ 2020年度 70％９

市民の職場の人間関係
満足度

201６年度 6.2／10点 2020年度 7.0／10点８

※進捗状況管理のために2020年度までに企業、市民を対象としたアンケート調査を実施すること



現状把握
（見える化）

テーマ設定
（職制主導）

経営方針
（意識改革）
（全社共有）

計画作成（対策検討）

支援
（人材・資金）

見直し
拡充

実行

支援制度

企業理念
（トップ方針）

事業活動

自主活動

働きがいある職場
（企業）

・生産性向上
・柔軟な働き方

子育て支援
介護支援
ＷＬＢ支援
女性活躍推進

企
業
・
団
体

市
な
ど
支
援
機
関

市
な
ど
支
援
機
関

【WORK】
▶ 教育
OFF JT
OJT
▶ ＱＣ改善
▶ ５Ｓ活動
▶ ボランティア
▶ 地域貢献

【LIFE】
▶ 健康
▶ 教育

自己啓発
▶ スポーツ
▶ インフォーマル
グループ

▶ ボランティア
▶ 趣味
▶ 地域貢献

ʺ Ҳʺ Ҳ

充実した生活
（個人）

・ＱＯＬ向上
・多様な生き方

仕事と生活の調和

*企業理念のキーワード：「共生」「やさしさ」「働きがい」

＜推進体系＞
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「柔軟な働き方改革」
推進プロジェクト活動（案）
「柔軟な働き方改革」

推進プロジェクト活動（案）

＜推進方針＞

企業の主体的な取り組みをサポートできる推進体制の構築

「柔軟な働き方改革」を推進する体制について



「柔軟な働き方改革」推進プロジェクト（仮称）

働きがいある職場・充実した生活の実現に向けて、企業や労働組合の取り組みを支援する『「柔軟な働き方

改革」推進プロジェクト』の設立を提言する。

当プロジェクトは、市・商工会議所・専門家・先進取組企業による４者連携のプロジェクト本部が、柔軟な働き

方の実現に向けて具体的な取り組みを始めたい企業や労働組合を適切な支援制度の活用で応援し、また柔

軟な働き方の必要性を感じていない企業や取り組みが遅れている企業に対して啓発等による意識改革を促し、

全市的な「柔軟な働き方改革」の推進を目的とする。
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先進取組

企業

【事務局】

市

商工

会議所

専門家

本部本部

国・県
県経営者

協会等

「具体的な取り組み
を始めたい」

「管理職や従業員
の意識を高めたい」

「仕事の特性上、導
入が難しいと思う」

「利用率を高めるた
めに今ある制度を見
直したい」

「個人でできる労働
時間短縮方法を知
りたい」

「取り組みの必要性
を感じない」

企業

組合等

支援・啓発

相談・申請
聞き取り等調査協力



☻Ҋ

各業界を代表する先進取組企業、市および商工会議所のワーク・ライフ・バランス担当部署、社会保険労務

士や労働基準監督署等専門家を中心に「柔軟な働き方改革」推進プロジェクト本部を発足。

①企業に対する支援や啓発の実施、②企業の柔軟な働き方推進状況の把握、③新たな支援策・啓発策

の検討、④関係機関との連携を主な役割とし、年３回程度本部会議を開催する。
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①企業に対する支援や

啓発の実施

申請企業・団体への

アドバイザー派遣

セミナーの開催

先進企業表彰

「推進企業ネットワーク」

参加企業の募集

②企業の柔軟な働き方

推進状況の把握

企業・労働組合・従業員

からの相談受付（随時）

市の関係課や商工会議所の

部会との連携により業界ごと

の特性の把握

企業・市民向けアンケート

調査による経年比較

（2019年予定）

※①の実施状況や②の状況把握より

④関係機関との連携

③新たな支援策・
啓発策の検討

国（内閣府、厚労省等）

県（少子化対策監室）

石川県経営者協会

本部会議で検討

担当部署への提案



支援制度（案）

企業における女性活躍、ワーク・ライフ・バランスを推進していただくにあたっては、各企業での取り組み状況や

課題に応じた柔軟な支援が求められる。

プロジェクト本部は、様々な対象を想定した支援制度を設け、また、国や県が実施する事業とも連携する。

【2018年度に実施予定の具体的な支援制度（案）と主な対象】

支援策 内容 主な対象

ワーク・ライフ・バランス推進企業の表彰
先進企業を表彰し、モチベーションアップと他企業に対する
啓発効果をねらう

企業（先進的取り組みを行なっ
ている）

推進企業ネットワークの構築
取り組みに積極的な企業同士が連携・情報共有し、働き
がいある職場づくりの広がりをねらう

企業（先進的取り組みを行なっ
ている、行ないたい）

各種セミナーの開催
経営者、人事担当者、従業員など、対象に応じたセミナー
で意識改革をねらう

企業、市民

アドバイザーの派遣
社労士による企業訪問や出前セミナーにより、個々の企業
の課題を洗い出し、課題解決をねらう

企業（取り組みを開始したい、見
直しをしたい）
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＜参考１：石川県の取り組み＞
・企業における実践に向けた取組支援・・・実践講座、講師派遣、表彰、セミナー開催
・県民、労働者への啓発や実践に向けた取組支援・・・大学生向けセミナー、育休復帰・就業継続サポート、パパ講座開催

＜参考２：石川県経営者協会の取り組み＞
・「働き方改革塾」・・・企業ごとにテーマと目標を定める、専門家による指導、20社対象、2018年4月スタート



今後の展望

まずは企業単位での支援により、各企業の取組を応援していくが、業界単位で取り組まなければ解決できな

い課題が現れることが予想される。初年度は企業単位の支援をしながら業界の現状や課題も収集・検討し、

次年度以降、業界をベースとした支援策の実施を目標とする。

また、生きがいの充実に向け、企業の地域活動の参加促進や市民大学等との連携を推進する。

【参考：内閣府「働き方改革実現会議」 建設業の働き方改革に関する協議会（H29.7発足）】

P10

▶ 目的

時間外労働規制の適用に向けて、発注者を含めた関係者による協議の下、適正な工期設定や

適切な賃金水準の確保、週休２日の推進などによる休日確保等に関する取組を推進する

▶ 構成員

内閣府 厚労省 国交省 日本経済団体連合会 日本商工会議所 電気事業連合会 日本ガス協会

不動産協会 日本民営鉄道協会 日本建設業連合会 全国建設業協会 全国中小建設業協会

建設産業専門団体連合会 日本労働組合総連合 日本基幹産業労働組合連合会 全国建設労働組合総連合

▶ 取り組みの方向性

建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン策定

内容：適正な工期設定・施行時期の平準化、社会保険の法定福利費や安全衛生経費の確保、生産性向上

働きがい
ある職場へ



サポート

事業主 働く人

行政

▶ 女性活躍推進法に基づく地域協議会
▶ 地域特性に応じた取り組みを協議し、女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進の
気運を醸成することを目的に活動

▶ 女性活躍推進法に基づく地域協議会
▶ 地域特性に応じた取り組みを協議し、女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進の
気運を醸成することを目的に活動

事業主にとって⇒ 経営戦略の鍵
ＣＳＲ（社会的責任）

＊優秀な人材の確保・定着
＊業務効率化等によるコスト削減
＊イメージおよび業績アップ

◆ 多様な働き方を提案
（短時間勤務、在宅勤務、
フレックス制など）

◆ 休暇・休業制度の充実

◆休業取得者の復帰支援
（相談・研修）

◆ 人材育成の強化

◆ 時間管理の意識を高め、メリハリ
のある働き方へ転換

◆ 家庭生活（家事・育児・介護）
に積極的に関わる

◆ 資格取得や勉強会参加でスキル
アップ
◆ 地域行事やボランティア等への
積極的参加

◆ 女性活躍推進およびワーク・ライフ・
バランスの重要性について啓発し、市民
への浸透を図る
◆ 先進事例や有効な手法について情
報提供
◆ 民間の取り組みを促す表彰・補助制
度の実施

学識経験者

社会保険労務士

◆ 専門知識を活かし、各分野での女
性活躍およびワーク・ライフ・バランスの推
進に関する助言を行う

働く人にとって⇒ 充実した人生の鍵
＊効率的な時間管理で余裕が生まれる
＊心身の健康増進
＊仕事・仕事以外の両方でやりがいと
成果が生まれる

社会にとって⇒活性化の鍵
＊担い手確保
＊変化するニーズにあった活動可
＊災害など緊急時の対応力ＵＰ

連 携

こまつ女性の活躍とﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽを考える協議会 発足（201 6.5.26 ）

ВҍВҍ

事業主 労働者

専門家

個人
事業主

行政

参考資料１．こまつ女性の活躍とﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽを考える協議会について
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こまつ女性の活躍とワーク・ライフ・バランスを考える協議会委員構成
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【議論の経過】

Å2016年5月26日 第1回会議 市の現状と推進の必要性

Å2016年10月7日 第2回会議 委員報告

西委員 川端委員 吉田委員

担当課意見交換（長寿介護課「介護離職」）

Å2017年2月15日 第3回会議 委員報告

岡村委員 橋本委員 村上委員

担当課意見交換（こども家庭課「子育て支援」）

報告（石川県調査）

Å2017年7月7日 第4回会議 2017年度の推進方針

報告（国の働き方改革の動向）

Å2017年11月28日 第5回会議 今後の推進体制

報告（市内事業所アンケート調査結果）

Å2018年3月7日 第6回会議 協議会提言

協議会の活動
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Å市内事業所に対するアンケート調査
▶ 対象：小松商工会議所会員企業のうち、従業員数が10名以上の市内企業（570社）
▶ 方法：調査票を郵送し、同封の返信用封筒を用いて返送いただく
▶ 時期：2017年７月中旬送付（９月下旬まで受付）

未返送の企業に対し、帝国データバンクより２回のフォローアップ
▶ 回収：176/570社（30.9%）

Å先進企業に対するヒアリング調査
▶ 対象：上記アンケート調査回答企業のうち優れた取り組みをしている企業６社
▶ 方法：調査員による訪問聞き取り調査
▶ 時期：2018年１月～２月

Å アドバイザー派遣（委託先：石川県社会保険労務士会小松支部）
Å セミナー、シンポジウムの開催
▶ 2016年５月 ワーク・ライフ・バランスセミナー 東レ経営研究所 渥美 由喜 氏 講演（石川県共催）
▶ 2016年１０月 ワーク・ライフ・バランスシンポジウム 小松委員・村上委員発表（小松短期大学主催）
▶ 2016年１１月 ワーク・ライフ・バランスセミナー ワーク・ライフ・バランスのマネジメント方法
▶ 2017年８月 女性活躍推進セミナー 女性活躍推進に関する協定を結んでいる損保ジャパン日本興亜

株式会社との共催事業
▶ 2017年１０月 ワーク・ライフ・バランスセミナー 東レ経営研究所 宮原 淳二 氏 講演（小松商工会議所共催）

【主な支援、啓発活動】

【調査活動】

P14

協議会の活動



参考資料２．女性活躍、ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ推進の論点

協議会での議論やアンケート調査から浮かび上がってきた、小松市において女性活躍、ワーク・ライフ・バランス

推進が必要とされる背景および推進にあたっての課題を整理する。

働き手・地域活動の

担い手の減少 →P16

背 景背 景 課 題課 題

企業の生産性向上

→P20

柔軟な働き方の実現

→P21

充実した生き方の実現

→P22

女性が活躍しやすい環境整備

→P23

出産・育児・介護離職の防止

→P24

P15

概要

「働き方改革」の

気運の高まり →P17

業界ごとの

推進課題 →P18

働く女性が多い

地域性 →P19



背景①働き手・地域活動の担い手の減少

全国的な傾向と同様に、小松市においても人口減少、少子高

齢化の進行が予測されている。

人口減少、少子高齢化に伴う働く世代の減少には、働き手の減

少による企業の人手不足や、地域活動の担い手減少による地域

コミュニティの停滞を引き起こす可能性がある。

＜こまつ人口ビジョンより＞

＜NEXT10年ビジョンより＞

【人口の推移】

【年齢層別の成行き予測】

P16



42.6%

52.5%

22.0%

7.5%

12.9%

4.5%

6.9%

10.0%

0% 20% 40% 60%

背景②「働き方改革」の気運の高まり

仕事と家庭の両立を実現するための必要条件として、多くの人が働きやすい制度の充実や長時間労働の是

正をあげている。また、ワーク・ライフ・バランス推進を重要と考える企業も3/4以上にのぼり、「働き方改革」に対

する意識・関心は個人でも企業でも高まっているといえる。

出典）小松市「男女共同参画に関する市民アンケート」2015

【個人：仕事と家庭の両立のために必要なこと】

26.3%

49.7%

6.4%

1.2%

16.4%

【企業：ワーク・ライフ・バランス推進は企業戦略上重要か】

出典）小松市「企業における女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進に関する
企業アンケート」2017
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32%

21%10%

8%

7%

10

22%

背景③業界ごとの推進課題

女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進の課題は業界によって異なる。たとえばワーク・ライフ・バランス推進に関

して、製造業では長時間労働の見直しが、建設業では有給休暇取得の促進が、それぞれ先行して行なわれて

おり、業界特有の課題、現状に応じた取り組みが各業界で始まっている。

P18

【アンケート調査回答企業（176社）の業種内訳】 【例：長時間労働見直しの取り組み
（実施＋実施予定）】

62.189.5

【例：有給休暇取得促進の取り組み
（実施＋実施予定）】

73.7 83.8

出典）小松市「企業における女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進に関する企業アンケート」2017



背景④働く女性が多い地域性

小松市は、全国的平均と比べて女性の就業率が高く、育児をしながら働く女性も多い地域である。女性が仕

事を持つことに関する意識調査でも、子どもができても仕事を続けたい、子どもが大きくなったら復職したいという

意見が約８割であり、子育てと仕事を両立できる環境へのニーズが非常に高いことがわかる。

出典）国勢調査 2015

【個人：女性が仕事を持つことについて】【20～64歳の女性の就業率】

, 2.6%

, 2.7%

,
5.0%

,

45.5%
, 

34.2%

, 5.4%

, 4.5%

, 4.7%

69.2
78.3

出典）就業構造基本調査 2012

【育児をしている女性の有業率】

52.4
73.3

出典）小松市「男女共同参画に関する市民アンケート」2015
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課題①企業の生産性向上

Big Data

AI

Robot

IoT

Sharing Economy

働き手の減少や「働き方改革」に対応するため、全国的な動向として企業

の生産性向上が求められている。

AIやロボット技術の活用による大きな業務改革（BARIS革命、第４次

産業革命）に加え、日常的な業務改善や生産性向上の取り組みがより多

くの企業で実施されるような支援が必要である。

⌂∫≡™╢

51.1%
⌂℮

≢№╢

24.7%

⌂∫≡⅔╠∏⁸

╙ ⌂℮ │⌂™

24.1%

⌂∫≡™

╢

32.6%

⌂℮

≢№╢

32.0%

⌂∫≡⅔╠∏⁸

╙ ⌂℮ │⌂™

35.4%

【企業：年次有給休暇取得推進の取り組み】【企業：長時間労働見直しの取り組み】

出典）小松市「企業における女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進に関する企業アンケート」2017
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課題②柔軟な働き方の実現

就労を希望する高齢者や仕事をしながら子育てをしたい人など、あらゆる人が労働市場に参加できる環境を

作るためには、これまでの働き方を変え、新たな制度の導入に踏み出せる支援や、管理職・従業員の働き方に

対する意識改革の機会の提供が求められている。

このような柔軟な働き方ができる環境づくりは、働き手の増加につながり、働き手側だけでなく企業側にもメリッ

トがある。

64.1%

47.7%

34.6%

34.6%

0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%

【60歳以上の有業率】

出典）就業構造基本調査 2012

30.9
32.1

【企業：ワーク・ライフ・バランス推進に必要な取り組み（上位4項目）】

出典）小松市「企業における女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進に関する企業アンケート」2017
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課題③充実した生き方の実現

「人生１００年時代」の到来により、働く時間以外の充実が重要

とされている。地域活動に積極的に参加することや自己実現のため

新たな挑戦を始めることは、自分自身の生き方を充実させ、さらには

地域コミュニティの活性化につながる。

効率的な働き方で労働時間が短縮された人達を含め、あらゆる人

が地域活動や自主活動に参加できる環境をつくり、充実した生き方

を実現するための選択肢の充実が求められる。

9%

51%

32%

4%

4%

【個人：市を暮らしやすくするために
自分が何か役に立ちたい】

【個人：自主活動に関する指標】

出典）小松市「こまつ幸せへの「道しるべ」作成のための市民意識調査」2016

P22

41.8 42.0 22.354.0

生涯学習の講
座・サークルが身
近にある

月１冊以上本を
読む

スポーツや運動を
週１回以上する

芸術・文化鑑賞
を月１回以上す
る



⌐ ╘≡™╢

16.7%

╘

╢ ≢

№╢

30.4%

╘╢

│⌂™

53.0%

課題④女性が活躍しやすい環境整備

小松市は女性の就業率が全国平均を大きく上回る一方で、管理職に占

める女性の割合は全国をわずかに下回っており、企業での女性登用に対す

る意識も高いとはいえない。

女性が力を十分に発揮できる環境を整え、やりがいをもって仕事に取り組

むことができるよう、女性の人材育成・活用についての企業の理解を促し、ま

た希望する女性のキャリアアップを支援する必要がある。 出典）国勢調査 2015

全国
16.4％

小松市
15. 3％

【管理職に占める女性の割合】

【企業：女性の管理職登用について】

出典）小松市「企業における女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進に関する企業アンケート」2017

44.9%

38.0%

36.4%

30.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

【企業：女性活躍を支援する取り組みで成果があったもの（上位4項目）】
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課題⑤出産・育児や介護による離職の防止

高齢化の進行により家庭内における介護の必要性が高まることが予想されるが、介護休業制度はほとんどの

企業で利用されていない。また、出産や介護などを理由とした離職の中には、やむを得ない事情も含まれている

可能性がある。

介護や出産・育児離職による働き手の減少を防ぐために、適切な休業制度の利用促進、介護や出産・育児

をしながら働き続けられる柔軟な制度が必要である。

, 
9.7%

, 90.3%

退職者21名
＜内訳＞

男 2名 女 19名

退職者21名
＜内訳＞

男 2名 女 19名

【企業：育児休業制度】 【企業：出産・育児・介護を理由にした退職者の有無（過去３年間）】

出典）小松市「企業における女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進に関する企業アンケート」2017
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制度の規定あり

93.1 ％
利用実績あり

49. 1％

【企業：介護休業制度】

制度の規定あり

86. 5％
利用実績あり

5.1 ％



参考資料３．アンケート概要
P25

『企業における女性の活躍とワーク・ライフ・バランスに関するアンケート調査』
▶ 期間 2017年7月実施
▶ 対象 市内に主な事業所を有する小松商工会議所会員企業570社
▶ 有効回答数 176
▶ 次回実施予定 2019年度

『男女共同参画に関する市民アンケート』
▶ 期間 2015年2月実施
▶ 対象 小松市内に居住する満20歳～79歳の日本人男女1500人
▶ 有効回答数 817
▶ 次回実施予定 2019年度

『こまつ幸せへの「道しるべ」作成のための市民意識調査』
▶ 期間 2016年7月実施
▶ 対象 小松市内に居住する満20歳～79歳の住民2600人
▶ 有効回答数 1442
▶ 次回実施予定 2020年度


